
税務調査で指摘される！ 

消費税の課税、非課税は慎重に 

必ずチェックされる項目 

 法人の税務調査で必ずチェックされる項

目の一つは、消費税の課税仕入、非課税（ま

たは不課税）仕入の区分間違いの有無です。 

最近の税務調査では、この消費税申告の

計算の基礎となる消費税区分集計表を、調

査日より前に、あらかじめ提出するよう求

められるケースもあります。 

科目ごとのよくある間違い 

 帳簿作成や会計ソフトの入力時に、消費

税区分を間違えることがありますので、以

下の項目は課税仕入れにならない（納める

消費税から差し引けない）ということを覚

えておくと良いでしょう。 

①海外出張旅費 

消費税は日本国内の消費に課税されるも

のですので、国外での飲食費や宿泊費など

は消費税がかかっていません。海外への飛

行機代やその日当なども同様です。 

②社宅などの家賃 

居住用の家賃支払いについて、消費税は

非課税とされています。賃貸借契約書で使

用目的に居住用と記載がある場合、消費税

がかかっていませんので、注意が必要です。 

③クレジットカード手数料 

飲食店などの小売業では、カード売上に

係る手数料を引かれて、カード会社から売

上金額が入金されます。この手数料は非課

税とされておりますので、消費税はかかっ

ていません。 

④慶弔費、祝い金、見舞金 

従業員に対して支給するこれらの費用は

「福利厚生費」、取引先に対しては「交際費」

となりますが、やはり消費税はかかってい

ませんので、課税仕入にしないよう注意し

てください。 

⑤同業者団体や組合の通常会費 

何らかのサービスに対して支払うもので

はなく、通常の業務運営のために支払う年

会費などは消費税がかかっていません。 

経理担当者と税理士のチェックで防げる 

 これらの間違いがあると、修正申告によ

って消費税を後から納めることになってし

まいます。日々の帳簿作成のときから税務

調査で指摘されないよう気を付けましょう。 

 

 

事務所コラム 
 

2015 年 7 月 6 日(月) 
〒133-0052 東京都江戸川区東小岩 6-3-8 1F 

税理士法人海老原税理士事務所  TEL 03-5612-1821 FAX 03-5612-1822 

Email reiko@ebihara-tax.jp 

こう間違いが

多いと、直す

のも大変！ 
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